
状態や必要によっては
医療機関を紹介すると
きがあります。

学校

保育所・幼稚園福祉サービス

医療機関

こども支援課

教育委員会

他サービスの
紹介や引継ぎ

支援方法について
考えていきます。

支援方法について
考えていきます。

年齢や学年に
応じた相談

連　携

児童発達支援・放課後デイ
サービスなどの利用が必要
なときは、手続きなどを紹
介します。

保健センター

面談
子どもの観察

保育士
保健師

検査の実施

相
談

保護者

障がい福祉課

・言葉が遅い
・よく動く
・かんしゃくがひどい
・集団生活にうまく入れない
・友達とのトラブルが多い
・学習についていけない         など

まずは、気軽に相談してください。
１人で悩まず、心配なこと、
困っていることを話してみ
ましょう。

指導主事


